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整 備 利 用

S41 国土開発幹線自動車道建設法の制定

⇒ 予定路線7,600kmの路線を決定
全国各地域から概ね２時間以内で到達できる高速

道路網の構築

S62 第４次全国総合開発計画の策定

⇒ 高規格幹線道路網14,000kmを決定
地方中枢・中核都市、地域の発展の核となる地方都市

及びその周辺地域等から概ね１時間程度で利用が

可能となるようネットワークを形成

H6  広域道路整備計画の策定

⇒ 地域高規格道路を指定（計画路線約6,950km）

高規格幹線道路を補完し、地域の自立的発展や地域

間の連携を支える道路で、自専道もしくは同等の規格

を有し、概ね60km/h以上のサービスを提供

H8  緊急輸送道路ネットワーク計画

⇒ 全国約１０万kmを指定
地震直後から物資供給等の応急活動のために、緊急

車両の通行を確保すべき重要な路線

H26 大型車誘導区間

⇒ 全国約35,000kmを指定
道路の老朽化への対応として、大型車の適正な道路

利用を促進するための区間（特車許可を迅速化）

高規格幹線道路： 約11,400km

地域高規格道路： 約 2,500km

【整備状況】

※主に供用済み区間を対象

幹線道路ネットワークの主な経緯

ネットワークの接続
４車線化 等

H29.3現在

H13  環境ロードプライシングの導入（首都高・阪高）

並行する有料道路の路線間で料金差を設けることで

路線転換を促進し沿道環境を改善
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熊本地震では、熊本県内の緊急輸送道路

約２千kmのうち５０箇所で通行止めが発生

災害時に道路について不安がある・やや

不安があると回答した方は５割以上で前回

より増加（Ｈ２４：５０．６％→Ｈ２８：５３．８％、内閣府） 等

トラックドライバーの高齢化が進行する

一方で、ＥＣ 市場の拡大等に伴う需要増等

により、深刻なドライバー不足が顕在化

渋滞により年間約280万人に匹敵する

労働力が消失 等

<<災害時、平常時を問わない安全かつ円滑な物流の確保>>

広範で複雑な現在のネットワークや拠点の絞り込みを行い、基幹となるネットワークを計画路線も含め構築

主な課題 主な課題

今後の災害・物流ネットワーク

災害時のネットワーク 平常時のネットワーク

機能強化

重点支援・投資・災害時の道路の啓開・復旧の迅速化

・トラックの大型化に対応した道路構造の強化

・大規模施設の沿道利用のコントロールの強化 等

今後の災害・物流ネットワークの方向性
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総合物流施策大綱（2017～2020年度） （平成29年7月28日閣議決定）

Ⅲ．今後の物流施策の方向性と取組

３．ストック効果発現等のインフラの機能強化による効率的な物流の実現

（２）道路・海上・航空・鉄道の機能強化

① 道路輸送の機能強化

（略） 熊本地震における緊急輸送道路の被災状況等を踏まえ、広範で複雑な現在の

ネットワークや拠点の絞り込みを行い、人・物の平常時・災害時を問わない安定的な輸

送を確保するための基幹となるネットワークを計画路線も含め指定し、これに対し、経

済や生活を安定的に支えるための機能強化や重点支援・投資を展開する。基幹となる

ネットワークについては、災害時の代替路の啓開・復旧や大型車の通行許可の迅速化

を図るとともに、人流・物流拠点へのラストマイルのアクセスや沿道利用のコントロール、

トラックの大型化に対応した道路構造等の機能強化を図る。 （略）
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地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施することを目的とし、平成８年以降、全国で

約１０万ｋｍを指定。

供用中道路（５年以内供用予定を含む）を対象に、拠点間を相互連絡するように設定し、連絡する拠点の

特性に応じて、ネットワークを１～３次に区分。

(単位：km)

道路種別別の指定状況

※各都道府県毎の協議会で指定

10,094 

1,717 

20,576 

844 

10,937 

14,912 

3,918 

21,269 

7,942 

1,468 

3,826 

2,596 

３次

２次

１次

高速道路 直轄国道 補助国道 都道府県道 市町村道

20

緊急輸送道路の現状

（Ｈ28.10.1時点）

緊急輸送道路の設定のイメージ

県庁

市役所

空港港湾

自衛隊基地

ガス会社

国道事務所
町役場

1次ネットワーク：1次拠点（県庁や地方中心都市、空港・重要港湾等）を相互連絡
2次ネットワーク：1次ネットワークと2次拠点（市町村役場や自衛隊基地、主要防災

拠点等）を連絡
3次ネットワーク：1次・2次ネットワークとその拠点を連絡

56,120
km

37,750
km

6,249
km

災害時の課題
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緊急輸送道路では、災害時の拠点として、地方公共団体や特定行政機関等の所在地、支援物資の

備蓄拠点又は集積拠点など、約４０種類にも及ぶ拠点を設定。

拠 点 名
緊急輸送道路区分

１次 ２次 ３次

地

方

公

共

団

体

都道府県庁等の
所在地

県庁舎 ○

道路管理者事務所 ○ ○

各局（上下水道） ○ ○

地方生活圏中心
都市の役場等の
所在地

役場庁舎 ○

道路管理者事務所 ○ ○

各局（上下水道） ○ ○

市区町村役場の所在地 ○

都道府県市区町村支庁等の所在地 ○ ○

特
定
行
政
機
関
／

特
定
地
方
公
共
機
関

道路管理者（建設省関係庁
舎）の所在地

地方建設局 ○

各事務所 ○

運輸省関係庁舎の所在地

港湾建設局 ○ ○

各航空局 ○ ○

各事務所 ○ ○

その他庁舎の所在地
（郵政、海上保安庁等）

各地方局 ○ ○

各事務所 ○ ○

特
定
公
共
機
関
／

特
定
地
方
公
共
機
関

道路公団、公社等道路管理
者の所在地

各局・部 ○ ○

各工事・
調査事務所

○ ○

各管理事務所 ○ ○

電気、電話、ガス等ﾗｲﾌﾗｲﾝ
管理者の所在地

各本社・支社 ○ ○

各管理事務所 ○ ○

鉄道関係管理者の所在地
各本社・支社 ○ ○

各管理事務所 ○ ○

放送局の所在地 各本社・支社 ○ ○

その他の所在地
（日赤等医療機関） 各本社・支社 ○ ○

拠 点 名
緊急輸送道路区分

１次 ２次 ３次

自衛隊基地の庁舎の所在地 ○

支
援
物
資
の
備
蓄
拠
点
又
は
集
積
拠
点

空港
第1/2/3種空港 ○ ○

その他の空港 ○

ヘリポート ○ ○

港湾、漁港
特定/重要/地方港湾 ○ ○

その他港湾・漁港 ○

鉄道駅前広場等
中心都市駅広 ○ ○

その他駅広 ○ ○

物流拠点
(市場、ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等)

広域物流拠点 ○ ○

その他物流拠点 ○ ○

広域防災拠点（備蓄基地） ○

道路空間を活用した防災拠点（IC、道の駅） ○

災害医療拠点 総合病院等 ○ ○ ○

広域避難地 ○ ○

緊急輸送道路の拠点設定災害時の課題
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災害時の課題 緊急輸送道路の指定状況

熊本周辺の緊急輸送道路ネットワーク（約2,100ｋｍ） 福島県の緊急輸送道路ネットワーク（約2,700ｋｍ）

緊急輸送道路は１０万ｋｍにも及ぶ複雑なネットワークを形成しており、災害時の安定的な輸送の

確保に向け、高規格幹線道路や直轄国道を軸とし、緊急輸送道路の絞り込み等を行いながら、 基

幹的な災害時の物流ネットワークを選定する必要。

凡 例

1次ﾈｯﾄﾜｰｸ

2次ﾈｯﾄﾜｰｸ

3次ﾈｯﾄﾜｰｸ
※熊本県においては３次ネットワークは指定されていない

凡 例

1次ﾈｯﾄﾜｰｸ

2次ﾈｯﾄﾜｰｸ
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事前通行規制区間

凡例

緊急輸送道路の通行止の発生

通行止め

（発災24時間後のH28.4.17時点）

熊本地震時の通行止め箇所図

熊本地震では、熊本県内の緊急輸送道路約２千kmのうち５０箇所で通行止めが発生。

異常豪雨時に全面通行止めとなる事前通行規制区間は、直轄国道に限っても全国に約２００箇所

存在。これらは、豪雨や地震時の土砂災害リスクが高く、災害時の緊急輸送に支障となる可能性。

災害時の課題

事前通行規制区間（直轄国道）

規制内容：雨量規制
（連続雨量：１７０ｍｍ）

発生日時：平成２９年１０月２９日６時５０分頃
発生場所：国道２２０号 宮崎県日南市
被災状況：延長 約１００ｍ、高さ 約８０ｍ

【事前通行規制区間の被災事例】

宮崎県

※連続雨量を用いた通行規制基準を設定
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貨物の小口輸送化の進行

出典 経済産業省「電子商取引実態調査」

EC市場宅配便取扱実績の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

66,960

77,880

84,590

95,130

111,660

137,746

（億円）

53,440
60,890

127,969

物流件数の推移（流動ロット規模別）

近年、流動ロットの小さい物流の割合が増加しており、貨物の小口輸送化が進行。

またＥＣ市場の拡大を背景に宅配貨物が急増しており、配送時間帯の指定等顧客ニーズが多様化。

79.2% 

75.1% 

68.7% 

63.6%

57.9%

10.5%

11.9% 

15.2%

16.7%

19.0%

2.5%

3.4%

4.0%

4.8%

5.8%

4.7%

6.2%

7.9%

9.9%

12.0%

3.1%

3.4%

4.1%

5.0%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015年調査

2010年調査

2005年調査

2000年調査

1995年調査

0.1㌧未満
0.1～
0.5㌧

※ 卸売業、倉庫業、製造業、鉱業の4業種を対象としており、
小売業は対象ではないため、消費者向け物流の大宗が含まれていない

出典 国土交通省「全国貨物純流動調査（物流センサス）」

0.5～
1㌧

1～
5㌧

5㌧
以上

平常時の課題
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（歳）

42.3

47.3 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

全産業 大型

人手が不足していると感じている企業の割合

出典：（公社）全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」より国土交通省物流政策課作成

18%

40%

0

10

20

30

40

50

60

70
不足 やや不足

トラックドライバーの平均年齢の推移

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より国土交通省物流政策課作成

（％）

一方、トラックドライバーは中高年層への依存度が高く（平均年齢は４７歳、約４割が50歳以上）、

人口減少・少子高齢化に伴い深刻な人手不足が進行。

地方部への安定的な物流を確保するためにも、更なる効率的な輸送の実現が可能な物流ネットワー

クを構築する必要。

深刻なドライバー不足の進行平常時の課題
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道路の移動時間の約４割が渋滞で損失（280万人分の労働時間に匹敵）。

商業施設の沿道立地による渋滞が全国の主要渋滞箇所の約１割を占めるなど、道路周辺の土地利

用も渋滞の大きな要因。

移動時間全体の約４割
280万人分の労働時間に匹敵

約４割

すいている時の走行時間

約８０億時間
混雑で余計にかかる時間

約５０億時間

基準所要時間 損失時間損失時間
混雑で余計にかかる時間

約５０億人・時間

基準所要時間
すいている時の走行時間

約８０億人・時間

一人あたり約４０時間

一人あたり約１００時間

出典）渋滞損失時間はH24年度プローブデータ
人口は総務省統計資料（H24.10)

全国の渋滞発生状況

その他
約7,800個所

商業施設が
渋滞要因
約１割

（約1,200箇所）

全国主要渋滞箇所の要因

出典）全国大型小売店総覧より作成

幹線道路沿いの大規模小売店舗数

渋滞損失平常時の課題
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大規模小売店舗等が設置し、適切な事前対策がない場合には、施設開業後の旅行速度が著しく低

下するなど、渋滞が発生するケースが多数。

店舗A店舗B

平均旅行速度の分析

施設の立地により、旅行速度が著しく低下し、渋滞が発生

30.8km/h

16.3km/h

開業前平均 開業後平均8時 9時 10
時

11
時

12
時

13
時

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

(km/h)

開業前

開業後

出典）プローブデータ

40

30

20

10

0

沿道利用による渋滞事例平常時の課題
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台
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台
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台
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時

台
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時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
時

台

18
時

台

19
時

台

34.0km/h

20.0km/h

店舗

開業前

開業後

出典）プローブデータ

平均旅行速度の分析

(km/h)

開業前平均 開業後平均



大規模小売店舗の設置後、周辺道路では、渋滞だけではなく、事故件数も増加傾向。

沿道利用による事故件数の増加事例平常時の課題
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H24.7~H25.3①立地前 ②立地後

Ｂ：施設周辺

22

46

0

10

20

30

40

50

立地前 立地後

施設から半径500m以内の事故件数の変化
（件/9ヶ月）

H25.4~H25.12

54 63

0

10

20

30

40

50

60

70

立地前 立地後

主要渋滞ポイントから半径500m
以内の事故件数の変化（件/9ヶ月）

49
61

0

10

20

30

40

50

60

70

立地前 立地後

主要渋滞ポイントから半径500m
以内の事故件数の変化（件/9ヶ月）

主要渋滞ポイント

Ａ

Ｂ

Ｃ

（半径500m以内の事故件数） （半径500m以内の事故件数）

店舗面積約30,000m2

Ｃ：主要渋滞ポイント周辺Ａ：主要渋滞ポイント周辺

渋滞損失時間変化率

平日 +4.4%

休日 +5.5%

立地前 立地後 立地前 立地後 立地前 立地後

約1.2倍
約2.1倍

約1.2倍

☓：事故発生箇所
☓：大規模小売店舗

☓：事故発生箇所
☓：大規模小売店舗

Ａ

Ｂ

Ｃ

（半径500m以内の事故件数）



基幹道路
（高規格・地高・直轄）

災害物流
拠点

代替・補完路

主要物流
拠点

アクセス路

主要物流
拠点

アクセス路

代替・補完路事前通行
規制区間等

災害・物流ネットワークの設定のイメージ緊急輸送道路の設定のイメージ

県庁

市役所

空港港湾

自衛隊基地

ガス会社

国道事務所
町役場

1次ネットワーク：1次拠点（県庁や地方中心都市、空港・重要港湾等）を相互連絡
2次ネットワーク：1次ネットワークと2次拠点（市町村役場や自衛隊基地、主要防災

拠点等）を連絡
3次ネットワーク：1次・2次ネットワークとその拠点を連絡

広範で複雑な現在のネットワークや拠点の絞り込みを行い、基幹となるネットワークを計画路線も含め

構築。

具体的には、高規格幹線道路や地域高規格道路、直轄国道等を軸にして拠点にシンプルに接続。

災害・物流ネットワークの基本的な設定（イメージ）
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災害・物流ネットワークの拠点設定（イメージ）

15

絞り込み

今後の災害・物流ネットワークでは、緊急輸送道路の約４０種類にも及ぶ拠点のうち、空港・港湾・鉄

道駅など主要な物流拠点に絞り込み。

地方公共団体

都道府県庁等の所在地

地方生活圏中心都市の役場等の所在地

市区町村役場の所在地

都道府県市区町村支庁等の所在地

特定行政機関

道路管理者（建設省関係庁舎）の所在地

運輸省関係庁舎の所在地

その他庁舎の所在地（郵政、海上保安庁等）

特定公共機関

道路公団、公社等道路管理者の所在地

電気、電話、ガス等ﾗｲﾌﾗｲﾝ管理者の所在地

鉄道関係管理者の所在地

放送局の所在地
その他の所在地（日赤等医療機関）

自衛隊基地の庁舎の所在地

支援物資の備蓄拠点
又は集積拠点

空港

ヘリポート

港湾、漁港

鉄道駅前広場等

物流拠点(市場、ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等)

広域防災拠点（備蓄基地）

道路空間を活用した防災拠点

災害医療拠点

広域避難地

○主要な物流拠点 ： 都道府県庁、拠点空港、重要港湾、鉄道貨物駅 など

○災害時の物流拠点 ： 市区町村役場、自衛隊基地、災害医療拠点 など

拠点設定のイメージ

緊急輸送道路の主な拠点

※上記の他、地域の実情に応じて拠点の設定を検討



※災害時民間物資集積拠点（全国で1,254施設（H28.3時点））

災害時の支援物資の広域的な受入拠点としての活用を想定する民間営業倉庫等 。国、地方公共団体、民間物流事業者による「災害に強い物流システムの構築に関する連絡会」等
で確認。 熊本地震においては、施設選定後、物流事業者との間で施設の利用、輸送等に関する契約を締結し、一次集積所として活用

熊本地震では、東日本大震災の教訓を踏まえ、自治体からの要請を待たず支援物資を供給する
プッシュ型の支援を民間物流施設を活用しながら実施。

こうした災害時の新たな輸送体系に対応したネットワーク・拠点についても考慮。

プッシュ型支援の輸送時

調達先 一次集積所
（国・熊本県・熊本市）

二次集積所
（被災市町村）

避難所

政府調達物資

災害時民間
物資集積拠点※

日本通運鳥栖流通センター
ヤマト運輸ロジクロス福岡久山

各避難所等

企業・団体・個人等
提供物資

熊本県庁・
グランメッセ熊本・
県民総合運動公園

自衛隊・
海上保安庁等

備蓄物資

熊本空港

市町村集積所
・

防災計画に
位置付けられた

道の駅
(阿蘇等)

熊本、三角、八代港

福岡貨物ﾀｰﾐﾅﾙ駅

物流結節点

熊本県内の駐屯地

熊本空港

熊本、三角、八代港

熊本赤十字
病院・血液センター

＜参考＞ 最近の緊急物資輸送体系への対応
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災害時の啓開・復旧の迅速化機能強化

災害時の道路啓開や災害復旧については、激甚な非常災害等に限定。
頻発する集中豪雨や地震の発生時にも、迅速な救急救命活動や復旧活動を支えるため、災害・物
流ネットワークについて、直轄代行による道路啓開や災害復旧を実施。

【国土交通大臣による地方管理道路の災害復旧等代行制度】

ଓ

ஃ

ব





্



行政機能が壊滅的に失われた災害に限定
（例：東日本大震災）

発生直後（道路啓開）

災害・物流ネットワーク
における道路啓開

災害・物流ネットワーク
における道路啓開

災害・物流ネットワーク
における災害復旧

大

（
被
災
規
模

小

大

（
被
災
規
模

小

行政機能が壊滅的に失われた災害に限定
（例：東日本大震災）

災害復旧

激甚な非常災害に限定
（例：熊本地震）

対象範囲の拡大

対象範囲の拡大 対象範囲の拡大

補助国道における
災害復旧
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機能強化

事前通行規制区間などの脆弱性が懸念される区間については、代替路が災害時の救急救命活動

や緊急物資等の輸送を支えることから、あらかじめ代替路を明確化し、啓開・復旧の迅速化を図る。

代替路

全面通行止め
斜面崩壊のため：H29.10.28～H29.11.11

220

269 28
位置図

規制箇所

災害時の啓開・復旧の迅速化

事前通行規制区間
Ｌ＝11.2ｋｍ

連続雨量170mm

事前通行規制区間
Ｌ＝4.5ｋｍ

連続雨量170mm

338

交通量観測地点
（国道220号 青島）

被災状況

交通量観測地点
（県道28号

道の駅「田野」前）

21,111

16,459

4,788

10,391

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

通常時 災害時 通常時 災害時

国道220号 o 代替路（県道28号線）

※『通常時：H27道路交通センサス』
『災害時：H29.11.7交通量観測』

H29.10.29撮影

サンメッセ日南

道の駅フェニックス

宮崎県総合運動公園

宮崎空港

鵜戸
神宮

北郷
温泉

約4,500台/日減

約5,500台/日増

H29.6.21撮影

【国道220号被災時の代替路設定事例】
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災害・物流ネットワークのうち、今後新設・改築を行う一般道で、交通容量の超過が見込まれる区間に、

大規模施設が接道する場合は、施設設置者が渋滞対策を講じた上で、道路管理者が連結を許可。

既設の道路でも、新たな連結許可制度の趣旨を踏まえつつ対応について検討。

災害・物流ネットワーク

高速国道・自専道 一般道

新
設
・
改
築

既
存
道
路

既存の連結許可制度

新たな連結許可制度

• 空港・港湾アクセス道路など交通容

量の超過が見込まれる区間を指定

• 大規模施設の沿道立地に対して、交

通影響予測及び渋滞対策を施設立

地者が実施

新たな連結許可制度の趣旨を
踏まえつつ対応について検討

対象施設の種類や規模は、渋滞の発生状況を踏まえて検討

大規模施設等の沿道利用のコントロールの強化機能強化
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新たな連結許可のイメージ機能強化

沿道利用は原則禁止

自動車専用道路

沿道利用は自由
一般道路

〇

〇
大規模
施設〇

〇
大規模
施設〇〇

（構造は一般道路）

× × ×

×
大規模
施設 ×

×
大規模
施設

渋滞を生じさせうる大規模施設は、
円滑な交通の確保に影響を及ぼさないよう
対策を講じた上で連結

新たな連結許可

中間的な位置付け

〇 〇 〇〇

〇
大規模
施設

〇
大規模
施設

従来の沿道利用が原則禁止された自動車専用道路タイプと、沿道利用が自由な一般道タイプに加え、

新たな連結許可制度では、未供用区間の一般道で、大規模施設は渋滞対策を実施して連結が可能。
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新たな連結許可制度のフロー機能強化

手続きフロー

立
地
前

立
地
後

連結許可の申請（施設設置者→道路管理者）
・ 交通影響予測、事前渋滞対策 等

審査（道路管理者）

連結許可
・ 許可条件で事後対策の実施を義務付け

施設の連結・渋滞対策の実施（施設設置者）

立地後のモニタリング・追加対策
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305,277 ,
14%

1,898,482 , 
86%

長さ16.5ｍ

高さ
4.1ｍ

重量
概ね40t程度

3,203 
4,146 5,652 

7,993 

10,460 

3,706 

5,057 5,665 
5,367 

4,650 

751 

2,438 

6,161 

11,035 

16,640 

107 198 344 403 502 
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1995 2000 2005 2010 2015
20ft 40ft 40ft(背高) 45ft(背高)

(千ＴＥＵ)

(年)

国際海上コンテナ車(40ｆｔ背高)の車両諸元例

世界の海上コンテナ保有個数の推移 特車許可台数に占める割合（2016）

国際海上コンテナ車(40ｆｔ背高)

トラックの大型化に対応した道路構造の強化機能強化

近年、世界的に増加している国際海上コンテナ（40ft背高）を、特車許可なく効率的に輸送し、生産性

向上、国際競争力強化に資する道路ネットワークを構築する。

出典：2016年度特殊車両通行許可データ（国土交通省）
出典：Containerisation International2010、

Drewry Container Census2013、2016
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※（ ）は特車許可不要の一般的制限値
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高さ３．８ｍ

※高さ指定道路の場合４．１ｍ

長さ１２ｍ
幅２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ

※重さ指定道路の場合２５ｔ

（車両自重＋積載物重量＋乗員）

軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計

１８ｔ～２０ｔ

特殊車両通行許可の手順

経路が２以上の道路管理者に
またがる場合、協議を行う

※他道路管理者が管理する道路に関して、
通行にあたっての障害情報のデータベー
スが登録されている場合、当該道路管理
者による事務処理が可能

申請者

道路管理者
による申請受理

道路管理者
による審査

（データベースによる確認※）

必要な条件の付与

申請者

他道路管理者
による審査

許可証（許可期間：２年間）

車両制限令に基づく車両の一般的制限値

一般的制限値を超える車両は原則通行できない。

車両の構造や車両に積載する貨物が特殊である場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の

危険の防止に必要な条件を附して通行を許可。

特車通行許可制度の概要機能強化
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諸元 日本 イギリス ドイツ フランス

幅（ｍ） 2.5m 2.55m 2.55m 2.55m

高さ（ｍ）
3.8m

（高さ指定道路 4.1m）
規定なし 4.0m 規定なし

長さ（ｍ）
12m

（高速道路 16.5m）
16.5m 16.5m 16.5m

車両総重量（ｔ）

20t
重さ指定道路 25t

（特例5車種※1は27t）
高速道路 25t

（特例5車種は36t）

40ｔ
（44t※2）

40t
（44t※3）

44t

■一般的制限値の国際比較（セミトレーラ連結車の場合）

※1 特例5車種とは、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用及び自動車運搬用のトレーラ連結車であり、海上コンテナセミトレーラ連結車(国際海上コンテナ車)
は含まれない。

※2 道路への負荷が小さいエアサスペンション、ダブルタイヤ、低公害エンジンを装着した車両は44ｔ
※3 複合一貫交通で40フィートISOコンテナを運搬する車両は44ｔ

一般的制限値の国際比較機能強化
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国際海上コンテナ車（40ft背高）の特車許可台数は、５年間で１．５倍に増加。

車両総重量４０ｔ以下の台数が約７割を占める。

■国際海上コンテナ車（40ft背高）の許可台数

出典：特殊車両通行許可データ（国土交通省）

313 137 378 

20,490 
19,198 

72,666 

79,592 

14,318 

27,920 

70,265 

0 
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

■国際海上コンテナ車（40ｆｔ背高)の許可台数

車両総重量

約７割 約３割許可台数（台）

国際海上コンテナ車の輸送状況①機能強化

出典：2016年度特殊車両通行許可データ（国土交通省）
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直轄国道以上

申請経路（30,000以上

■国際海上コンテナ車(40ｆｔ背高)の通行経路

国際海上コンテナ車は全国を広範に通行している。また、港湾や工業団地を発着地とする輸送が

多く、100km以内の通行が約４割と近距離の輸送が多い。

■国際海上コンテナ車(40ｆｔ背高)の発着施設の割合

※特車申請データをデータ上の発着地に近接する拠点類型に計上。
発着地に近接する拠点が複数ある場合は重複して計上。

■国際海上コンテナ車(40ｆｔ背高)の通行距離

27,901 

15,933 

9,013 7,855 
3,781 3,806 2,262 2,996 

1,091 957 2,618 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
（申請件数）

出典：2016年度特殊車両通行許可データ（国土交通省） 出典：2016年度特殊車両通行許可データ（国土交通省）

出典：平成28年度特殊車両通行許可データ（国土交通省）

国際海上コンテナ車の輸送状況②機能強化
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空港

鉄道貨物駅
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トラックターミナル
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その他

0%
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基準の引上げと運用の方向性機能強化
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災害・物流ネットワークの新設・改築に適用する道路構造の基準について、国際海上コンテナ車
(40ｆｔ背高)が特車許可なく通行可能となる水準まで引き上げる。
災害・物流ネットワークの一般的制限値については、供用中道路のうち、道路構造等の観点から
支障のない区間に限定した上で、国際海上コンテナ車(40ｆｔ背高)に対応する水準まで引き上げる。

その他、通行の安全等を確保するための
条件を検討（連行禁止、交差点徐行等）

その他道路

災害・物流
ネットワーク

一部
構
造
基
準
の
引
上
げ

一
般
的
制
限
値
の
引
上
げ

① 国際海上コンテナ車（40ft背高）の走行が

多く、構造的に支障のない区間を指定。

② 国際海上コンテナ車（40ft背高）の区間

内の走行は特車許可手続きは不要。

③ 但し、走行経路や重量を確認できる車両

に限定することを検討。



既存の物流関連ネットワークとの関係（イメージ）機能強化

重さ指定道路
（約62,000ｋｍ）

高さ指定道路
（約49,000ｋｍ）

大型車誘導区間
（約35,000ｋｍ）

災害・物流ネットワーク

国際海上コンテナ車（40ft背高）

特車許可不要

総重量の一般的制限値が
最大２５ｔまで引き上げられている道路

高さの一般的制限値が4.1m
まで引き上げられている道路
（路肩走行禁止等の通行方法
の制限あり）

道路の老朽化の観点から大型車の通行
を誘導する区間
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IAPの概要 IAPのフレームワーク

運送事業者は、より緩和された重量規制制度を利用する際には、車両の位置情報や重量をモニタリ

ングするシステムを提供するサービス事業者と契約（Intelligent Access Program：IAP）

運送事業者は、車載型重量計やGNSS車載器を装着し、重量や通行経路をサービス事業者に常時

提供し、違反通行が確認された場合は、サービス提供事業者が道路管理者に報告

認証機関
（TCA）

サービス提供事業者

道路管理者 運送事業者

違反走行の報告

監査・認証

サービス提供

サービス料金の支払い

規則の適用

規則遵守行動

重量規制の区分
最大軸重値（t）

単軸 タンデム軸 トライデム軸

一般的な重量規制 9.0 16.5 20.0

より緩和された
重量規制

9.0 17.0 22.5

・ 契約対象車両
通行上のリスクが高い車両
（クレーン車、寸法が大きい車両等）

・ 契約車両数
約4,000台（2016年10月現在）

・ 重量規制値

・ 概要
運送事業者が車両重量・通行経路を提供する
場合、より緩和された重量規制を活用可能

＜参考＞車両のモニタリング契約による車両重量の緩和（オーストラリア）
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※１ 船社との間で運送契約を締結した者であり、メーカー、商社、フォワーダー等が該当
※２ ISO規格の海上コンテナ（40ft）の最大総重量（コンテナの自重も含めたコンテナ全体の重量）は30.48t

荷送人※１は、次のいずれかの方法でコンテナ総重量を確定
方法１： 調整・証明済み装置を用い、実入りコンテナの重量を計測
方法２： 国が承認した方法により、コンテナの自重・貨物・パレット等の重量を合算

① コンテナ総重量の計測

方法１ 重量測定 方法２ コンテナ内貨物等と自重の合計を算出

荷送人は、上記方法で計測されたコンテナ総重量を船積書類に記載し、署名

② コンテナ総重量の船積書類への記載

荷送人は、コンテナ総重量を記載した船積書類を船積み前に船長（その代理人）及びターミナル代表者に提
出。船長（代理人）及びターミナル代表者がコンテナ総重量を入手していない場合は、当該コンテナの船積禁止

③ コンテナ総重量の船長への報告

海上コンテナの総重量の誤申告に起因する荷崩れ事故の発生、コンテナ船の急速な大型化等を
背景に、コンテナ重量確定方法の明確化を内容とするSOLAS条約が改正（2016年７月発効）。
海上コンテナは、コンテナ輸出国においてコンテナ総重量の確定が義務づけ。

＜参考＞SOLAS条約による海上コンテナ総重量の確定
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